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久慈 直昭 
（くじ なおあき） 

（令和8年1月6日現在） 

現職：Noah ARTクリニック武蔵小杉 統括医師 
（東京医科大学 教授（産科婦人科学） 客員教授） 

１）1995~2013 慶應義塾大学病院にて不妊治療、特に提供精子を用いた人工授精治療（以下AID)
に従事 

２）厚労科学研究にて2000年頃より下記施行 
① 我が国のAIDの実情調査 （提供者、父親、母親） 
② 海外のAID事情に関する実地調査（スウェーデン、デンマーク、オランダ、イギリス、ド
イツ、オーストラリア、ニュージーランド） 

3）日本産科婦人科学会（現在） 
特定生殖補助医療に関する運用検討小委員会 委員長 （2025年より）として、AIDの「匿
名」について見解改定を検討中 

略歴 
昭和57年  慶應義塾大学医学部卒、同産婦人科学教室入局 
平成5年  慶應義塾大学助手（医学部産婦人科学） 
平成13年   慶應義塾大学専任講師（医学部産婦人科学） 
平成26年   東京医科大学教授 
令和5年4月より現職 

所属学会・委員会 
日本産科婦人科学会（功労会員）、日本生殖医学会（名誉会員） 
日本受精着床学会（理事）、日本卵子学会（名誉会員） 
内閣府 生命倫理専門調査委員会（委員） 

現在の主たる研究分野 
ART由来出生児の長期予後 
提供配偶者を用いた不妊治療における告知・出自を知る権利 
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石塚 幸子 
（いしづか さちこ） 

匿名の第三者の精子を用いた人工授精（AID：非配偶者間人工授精）で生まれた当事者。
23 歳のとき、父親の遺伝性疾患への遺伝の可能性を疑ったことをきっかけに、母親よ
り告知を受ける。両親は 1978 年に慶應義塾大学病院にて AID を受ける。翌 1979年生
まれ。提供者についての情報を求めているが全くわかっていない。 

同じ立場の当事者との出会いを経て、2005 年に当事者 3 名で非配偶者間人工授精で生
まれた人の自助グループ（DOG：DI Offspring Group）を立ち上げる。自助グループ
の目的としては「当事者同士、一人で悩まず互いに話し合える場を作ること」、「AID と
いう技術の抱える問題について、生まれた人の立場から社会に訴えていくこと」の２つ
をかかげている。 

2022年 12月には研究者や医師らと共に、非営利の一般社団法人ドナーリンク・ジャパ
ンを立ち上げた。翌年 5月から当事者（精子提供で生まれた人及び精子提供者）の申し
込みを開始。ドナーリンク・ジャパンの目的は、日本国内の精子提供や卵子提供で生ま
れた人と過去に精子や卵子を提供した人を結び付けること、そして同じ提供者から生ま
れた人（異父母きょうだい）同士を結び付けることの支援である。そして、ドナーリン
ク（結び付け）を通して、自己の遺伝情報を知る権利（出自を知る権利）の重要性を啓
発し、第三者の関わる生殖技術が抱える課題の解決を目指している。
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寺山 竜生 
（てらやま りゅうせい） 

一般社団法人 AID当事者支援会 代表理事 

無精子症当事者としての実体験をもとに、第三者の精子提供による家族形成に関する
支援・啓発活動を国内外で展開。現在、無精子症の夫婦 800 人以上が参加する日本最
大級の当事者コミュニティを運営し、診断直後の心理的ケアから、治療選択、家族形
成、子どもへの告知、成長後の支援に至るまで、一貫したピアサポート体制を構築し
ている。 

医療従事者向け研修・専門セミナー、大学・教育機関での講演に加え、日本産業カウ
ンセラー協会、農林水産省、民間企業などにおいても多数講演・研修を実施。さらに、
テレビ・新聞・ラジオなど主要メディアにも出演・掲載され、当事者の声を社会に発
信し続けている。また、国内にとどまらず、国立台湾大学および台湾産科婦人科学会
においても講演を行うなど、国際的な場においても影響力を持つ実践者として活動し
ている。

今後も、当事者・医療・企業・教育・行政・政治と連携し、親の不安と子どもの悩み
に真正面から向き合う組織として、血縁にとらわれない多様な家族のあり方が尊重さ
れる社会の実現を目指している。 
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鴨下 桂子 
（かもした けいこ） 

【略歴】 

医学博士 

日本産科婦人科学会認定 産婦人科専門医 

日本生殖医学会認定 生殖医療専門医 

医療法人社団法人暁慶会はらメディカルクリニック 副院長 

2007年東京医科大学医学部医学科卒業。2009年東京慈恵会医科大学産婦人科教室入局。

2010年東京慈恵会医科大学産婦人科教室助教。2020年国立がん研究センター東病院に

てがん・生殖医療外来を新設、専任。2021 年 9月よりはらメディカルクリニック勤務、

2023年、副院長就任。2024 年より日本産科婦人科学会、特定生殖補助医療に関する運

用検討小委員会副委員長。 
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永水 裕子 
（ながみず ゆうこ） 

桃山学院大学法学部教授 

2024 年上智大学法学研究科博士後期課程単位取得満期退学（修士（法学））。専門は民

法及び医事法。2006 年に桃山学院大学法学部専任講師、2009 年に桃山学院大学法学部

准教授、2015 年より現職。『はじめての医事法（第 2 版）』（共著）、『インフォームド・

コンセントと医事法』（共著）、『生殖医療と医事法』（共著）、『小児医療と医事法』（共

著）などを執筆。 
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①精⼦提供における出⾃を知る権利
とは何か、だれにとって必要なのか

〜医療の現状、⽇産婦委員会の動き
を含めて〜

東京医科⼤学産科婦⼈科学分野／
Noah ART クリニック武蔵⼩杉

久慈直昭

⽇本産科婦⼈科学会シンポジウム
『特定⽣殖補助医療に関する公開講座〜出⾃を知る権利を巡って〜』

2026年2⽉1⽇、13:25〜13:50
コングレスクエア⽇本橋ホールA＋B、東京

⽇本産科婦⼈学会

利益相反 開⽰
『特定⽣殖補助医療に関する公開講座〜出⾃を知る権利
を巡って〜

演題名︔精⼦提供における出⾃を知る権利とは何か、だ
れにとって必要なのか

筆頭発表者 久慈直昭

⽇本産科婦⼈科学会︔特定⽣殖補助医療に関する運⽤検
討⼩委員会 委員⻑
他、本講演に関する利益相反はありません
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発表の内容

１．AIDを秘密にすること ～ 匿名精子提供の問題点

２．適切な告知と提供者情報 ～ 理想の枠組み

３．非匿名精子提供一本化への懸念

４．議連への要望と見解改定

（生物学的男性と生物学的女性間の精子提供）

発表の内容

１．AIDを秘密にすること ～ 匿名精子提供の問題点

２．適切な告知と提供者情報 ～ 理想の枠組み

３．非匿名精子提供一本化への懸念

４．議連への要望と見解改定

（生物学的男性と生物学的女性間の精子提供）
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出会い、祝福された結婚

無精子症 秘密

病院受診提供精子を用いた
人工授精（AID）

無精子症の受け入れ

「自分たちの子どもとして育てる」

「秘密は子どものため、家族のために二人だけ
のものとする」

無精子症であることを消化しないまま治療開始

→ 「無精子症であること ＝ 子どもと遺伝的
つながりがないこと」

から目を背け、隠すことになる
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幸せな家族（？）

偶然知った子どもの衝撃

（親子関係・自己の確立）
１．identity喪失

（自分が何者かわからなくなる；「地面
に突然穴が開いて、ふわふわ浮かんでい
るような感じ」）

２．（隠していた）親への信頼感消失

（遺伝情報の欠如）
３．自分の体質や遺伝病への不安
４．近親婚の危険性
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AIDを秘密にすること～現在までの推移

～1990 提供者は匿名、子どもに事実を伝えない

（「秘密は墓場まで持って行く」）

2000～AIDの事実を知った子どもが、

悲しくつらい状況を訴え、提供者の

情報開示を求める

2003 厚生科学審議会報告書（適切な告知、提供者

情報開示） ＊この時、法整備されるまで

「匿名のAIDのみ」（厚労省通知）

→ 実現せず、匿名のまま

2015 匿名性時代の提供者情報開示を法制化（豪）

2018～ 提供者不足（最大の実施施設が初診停止）

インターネットでの精子売買、海外渡航増加etc

匿名維持は難しくなる
提供者自身でなくその親族が同じ血縁者捜しの検
査をしていて、提供者が特定される可能性（米国）

提供者

=

related

子どもの55% が提供者を特定、37%がAIDで生まれたことを知り、
72% が同じ提供者から生まれた同胞を特定（米国）

提供者が子供を探し当てる例も
13



匿名提供者不足
（2018の情報）

１） シンガポール

精子提供は匿名、独身者やレズビアンは対
象外

現在提供者が激減、ほとんどの精子は輸入

２）タイ

提供者は減少、実施医療機関数も減少。

小括1．AIDを秘密にすること

1．AIDを「秘密にすること」は、「無精子症という事実を
完全には消化していない」ことも含まれる。

その結果、思春期以降に偶然事実を知った子どもの
何人かが重大な精神的危機に陥ることになる

（治療の有害作用）

2．匿名は今後維持が不可能となる可能性があり、こ
れと関連して提供者のリクルートが困難となっている

（持続不可能？）
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発表の内容

１．AIDを秘密にすること ～ 匿名提供の問題点

２．適切な告知と提供者情報 ～ 理想の枠組み

３．非匿名提供一本化への懸念

４．議連への要望と見解改定

（生物学的男性と生物学的女性間の精子提供）

「幸せな家族の物語」

• オーストラリアで生まれ
た20代後半の女性（取
材当時）

• 父の同僚からの精子提
供で生まれ、最初から
提供者を知っている

15



告知

小さな頃、両親は私に話した:

「赤ちゃんを作るのはケーキ作りに似て
いるの。パパとママから、たくさんの材料
をもらわなきゃならない。でもパパとママ
があなたを作ろうと思ったとき、材料が足
りないことに気づいたの。

ポール（提供者）がその足りない材料を
分けて、助けてくれたのよ。」

告知に関して
（Ken Danielsの言葉）

「AIDをしたことを伝えるんじゃない、
家族誕生の歴史を伝えるんだ」

（Ken Daniels；

「家族を創る」著者、NZの社会学者；

1970年代より適切な「告知」の重要性を力説）
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父

• 父は私を育て、教育し、愛してくれる
人である

• 「本当」の父が誰かと言うことで混乱
したことはない

幸せな家族の物語
～提供者

• 提供者の彼は叔父さんの様なもの

• 彼とは人生の重要な出来事を共有し、私の
ことを誇りに思っていることを知っている

• 別に彼といつも結びついていたいとも思わな
いー聞きたいことがあれば、彼はいつもそこ
にいる
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幸せな家族の物語
～異母兄弟～

• （異母）兄弟はいとこの様なものだ。本当の兄弟
ではないが、強い家族のつながりがある。

• どこが似ていて、どこが似ていないのかは（自
分のために；演者注）重要だ。みんな書くこと、
しゃべること、コミュニケーションが得意で、そう
した分野で職業を持っている。

幸せな家族の物語
～AIDで生まれた子と出会って～
• （成人して、他のAIDで生まれた人と出会った）

• 彼らが怒り、悲しみ、裏切られたと感じ、両親を信じ
られなくなり、自分の存在自体さえ幸せに思えない
でいることは衝撃だった

• このような人たちと話すのはつらかった；驚くことに、
殆ど共通点がなかったのだ

• （同じ方法で生まれたが）私たちはとても違った人生
を歩んでいる
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「幸せな家族の物語」から感じられること

1．AIDで生まれたことを小さな子どもに話しても、混乱
しない

2.提供者は「おじさん」、自分の遺伝的背景を知るた
めに提供者と同胞は重要

3.子どもが幸せになることは、父にも、提供者にも喜
びである ～ 通常の臓器提供と同じ

4．「父親」、「他のAIDで生まれた方」への見方は、演
者自身と全く同じ

小括2．適切な告知と提供者情報
～ 理想の枠組み ～

1．適切な告知と提供者の情報を持つ子どもは父と血がつ
ながった子どもと同様に育つ；有害作用がない

2. 子どもが幸せになることで、親も、提供者も幸せになる

Cf. 子どもが知りたい自分の遺伝的背景とは
1）何が得意で、どのような才能があるか
2）遺伝性疾患の情報（成人病含め）
3）近親婚回避のための情報
→ 「提供者と会う」ことが必要
→ 「（自分の情報を得るために）提供者と会う権利」

「提供者の個人情報」ではない！
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発表の内容

１．AIDを秘密にすること ～ 匿名精子提供の問題点

２．適切な告知と提供者情報 ～ 理想の枠組み

３．非匿名精子提供一本化への懸念

４．議連への要望と見解改定

（生物学的男性と生物学的女性間の精子提供）

1．提供者の家族への侵入

（オーストラリア）

オーストラリア連邦高等裁判所は、精子提供者
が娘の法的父親であり、母親と一緒に海外に移
動することを禁止した

・レズビアンカップル、提供者は生まれた時から友人

・提供者は「生まれる子供の人生に寄与できると信じていた」

・ニューサウスウェールズ州；「提供者はは法的父親ではない」

連邦法；この規定がない
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2．非匿名提供者不足
（英国の経験）

1990年 個人を特定しない情報開示

2002年、生まれた子が欧州人権裁判所に、提訴

2004年 HFE法改定、出自を知る権利確保

2014年 国立精子バンク設立へ
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小括３. 非匿名提供一本化への懸念

1. 提供者の家族への侵入； 境界の曖昧化

「提供者は親ではない」という法規定が必要

2. （非匿名）提供者不足 → 海外渡航

最低限の提供者を確保する、持続可能な枠
組みが必要

発表の内容

１．AIDを秘密にすること ～ 匿名精子提供の問題点

２．適切な告知と提供者情報 ～ 理想の枠組み

３．非匿名精子提供一本化への懸念

４．議連への要望と見解改定

（生物学的男性と生物学的女性間の精子提供）

22



「特定生殖補助医療に関する法律案」
（議員立法、令和 7年 2月 5日参議院

議案受理）

（演者による要約）

1．精子提供、卵子提供とも規定

2．「匿名」ただし、個人を特定しない情報、および
子どもから面会の希望があったことは伝える

3．提供機関－斡旋機関－治療機関が独立

4．記録は100年保存

5．LGBTQへの範囲拡大認めない

→審議未了、通常国会閉会

議連*への要望の⾻⼦
（2025/10/2)、⽇産婦

1．精⼦・卵⼦の需給を考慮し、提供型特定⽣
殖医療の結果創られる家族の幸せを考慮しつつ、
我が国の実情と⽂化にあった持続可能な枠組み
をつくっていただきたい
2．⼦どもの福祉と家族の幸せを第⼀に考えた
時、提供型特定⽣殖医療で⽣まれた⼦どもが⾃
⼰の出⾃を知る権利、つまり「提供者と会う」
権利は認めるべきである
3．を混乱なく実現するため、「提供者は親で
はない」という法規定をあらたに作っていただ
きたい

*⽣殖補助医療の在り⽅を考える議員連盟
23



日本産科婦人科学会
見解改定の方向性

（精子提供）

1. 持続可能性確認のため（一時的に）匿名・非匿名併存

（この間に非匿名提供への理解促進）

2． ただし（匿名でも）出自を知る権利を尊重、非匿名ではIVF許容

3． 「提供者は親でない」法律の必要性明記

→１，３がクリアできればすべて非匿名に

（卵子提供） 体外受精に明記

小括4．議連への要望と見解改定
1． 匿名、LGBTQを認めないことから法案は審議未了

2． 要望書（持続可能性、子どもが提供者と会えること、

「提供者は親でない」を法に明記）

3． 学会見解改定の方向性

（精子提供） 持続可能性、匿名・非匿名併存、

「提供者と会う」権利を最大限尊重

（卵子提供） 体外受精の使用可能性を明記

→望ましい公的枠組み*までの過渡的措置

＊提供者と子どもの接触、100年という長期記録保存等で必須
24



まとめ

1. 提供者と会うこと、つまり「自己の遺伝情報を知る権
利」は子どもに必要（有害作用の軽減）

2. 告知と提供者に会う権利の確保で、子どもだけでなく
親も、提供者も幸せに ～ 通常の臓器提供と同じ

3. 匿名のAIDは持続困難だが、非匿名にするにはいくつ
かの問題点（適当な提供者の確保、「提供者は親でな
い」etc）

4．最終的には公的枠組み（記録保持機関）が必要
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1

出⾃を知る権利は、
産まれる前から守られるべきもの
- 提供精⼦で⼦どもを授かった親として⾒えてきたこと -

⼀般社団法⼈ AID当事者⽀援会 代表理事
⽣殖医療相談⼠

寺⼭ ⻯⽣
© AID当事者⽀援会 All Rights Reserved.

⾃⼰紹介・活動紹介

2

・⾃⾝が無精⼦症で、国内での20回のAIDで授かることが出来ず、
台湾での提供精⼦で顕微授精で⼦どもを授かり、現在7歳と２歳の娘の⽗親

・当事者⽀援︓提供精⼦で⼦どもを授かる夫婦の勉強会、家族のための告知勉強会 ・ 親⼦ピクニック会など
・講演セミナー︓⽇本産科婦⼈科学会、⽣殖認定看護師研修講師、台湾産科婦⼈科学会、農林⽔産省など
・メディア︓NHKクローズアップ現代、ABC放送、TBSラジオ、テレビ朝⽇、共同通信、不妊治療雑誌など

© AID当事者⽀援会 All Rights Reserved.
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3

⼦どもができれば幸せになれる︕ ⼦どもが幸せを運んで来てくれる︕

産まれば、夫も⼦どもに興味を持ってくれるはず

⾃然妊娠は、なにも考えず授かるんだから
わたしたちも、⼦どもについて考える必要はない

私たちこそ、精⼀杯⼦どものことは考えている

親

⼦ども
⼦どもを持てない⾃分は不完全な⼈間だ
⼦どもを授かれば、社会からも認められる

妻の要望を叶えてあげたい

AIDは、「親の希望を叶える医療」なのか︖

© AID当事者⽀援会 All Rights Reserved.

4

これは、提供精⼦で⼦どもを授かったご夫婦からの相談の概要です。

原因は、旦那さんが⾃分の無精⼦を受け⼊れることなく。 奥さんも旦那さんの気持ちを掘り下げないまま
⼦どもが出来、告知が始まり、2⼈⽬の話になっていったことに、旦那さんのメンタルがついていけてなかった。

無精⼦発覚から10年、3年前にようやく⼦どももできて楽しい⽇々を送っていました。
しかし、ある⽇・・・・・ 「2⼈⽬が欲しいね」と、旦那に話したところ

錯乱状態で、１度離れたい。1⼈になりたい。 と⾔いだし、 うつ病状態になってしまった。

仕事の忙しさが原因だと思っていたが、 よくよく聞くと⾃分の無精⼦症を受け⽌めきれずに

これ以上、⾎縁のない⼦どもはいらいない。 もうこれ以上、無精⼦症のことには触れて欲しくない・・

「希望が叶った」当事者からの相談内容

© AID当事者⽀援会 All Rights Reserved.

34



AIDは誰のための治療（医療）なのか︖

その時の親の希望や感情を中⼼にして「親のニーズに応える」だけでよいのでしょうか︖
提供精⼦で⼦どもを迎える親は、⼦どもを授かるための準備が親に必要だと考えています。

⼦どもができれば幸せになれる
⼦どもが幸せを運んで来てくれる︕

© AID当事者⽀援会 All Rights Reserved.

将来を⽣きる⼦どもの⼈⽣が始まる医療
わたしは、「親のニーズに応える」という構図では、その時の親の希望や感情が中⼼となり、⽣まれてくる「⼦どもの権利」が
後回しにされてしまうと思います。

提供精⼦で⼦どもを授かった当事者、また⽀援に関わる⽴場から⾒えてきたことは、

「治療前から、将来の⼦どもの視点で考える」
という点です。

⼦どもができれば幸せになれる
⼦どもが幸せを運んで来てくれる︕

© AID当事者⽀援会 All Rights Reserved. 6
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匿名・⾮匿名

③-2 告知
③-1 親⼦の信頼関係構築

②原点から夫婦で話す

①不妊の⾃分を受容
7『⾃然妊娠と異なる治療』をする「親の準備・⼼構え」を含めた制度化→ 出産後では遅い

無精⼦症発覚期

治療検討開始期

妊娠・出産期 治療開始前
出産前に
夫婦で準備作り

現状法案

さらに踏み込んだ
法案ルール化が必要

© AID当事者⽀援会 All Rights Reserved.

出⾃を知る権利は、産まれる前から守られるべきもの

8

⼦どもたちの出⾃を知る権利を実質的に守るために

無精⼦症発覚期

治療検討開始期

妊娠出産期

01
02
03

不妊の⾃分を受容する

原点から夫婦で話す

告知ついて知ろう
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9

無精⼦症発覚期

治療検討開始期

妊娠出産期

01
02
03

不妊の⾃分を受容する

原点から夫婦で話す

告知ついて知ろう

⼦どもたちの出⾃を知る権利を実質的に守るために

© AID当事者⽀援会 All Rights Reserved.

「⾎のつながった⼦どもなんて、欲しくなかった」
「悲しくなんかない」、開き直りや居直りや、否認することではない。

望んでいた「⾎のつながった⼦どもが授かれなかった」という悲しみは
⼀⽣消えるものではない。

でも、その悲しみによって打ちのめされたり、
「⾃分の⼈⽣は不幸だとか、失敗だ」 とは感じない状態
「無精⼦症が⾃分の価値を下げるものではない」認識（価値の転換）

不妊の⾃分を受容する

© AID当事者⽀援会 All Rights Reserved.
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事実

考え⽅
1

考え⽅
２

「陽転思考」
現実に起きた事実はひとつだけど、それをどうとらえるかは考え⽅次第だ。

無精⼦の⾃分を許してあげる、受け⼊れる、⾃信を持ち直すために

⼦供が
⽔をこぼした

ふざけんじゃねぇ︕
この野郎︕︕

ラッキー︕
ちょうど掃除できる︕

よう てん し こう

不妊の⾃分を受容する

© AID当事者⽀援会 All Rights Reserved.

無精⼦症は、わたしのひとつの個性だ

世の中には、⾜の速い⼈・遅い⼈、 絵の上⼿い⼈・下⼿な⼈ いろいろいる

そんな中で、精⼦のある⼈、ない⼈がいる。
たまたま、僕は「無精⼦だった」 良いか悪いかではなく。単なる事実

⾜が遅いから、⽣きている価値がないわけじゃない。
絵が下⼿なら、下⼿なりの⼈⽣の歩み⽅がある。その歩み⽅を探せばいい

不妊の⾃分を受容する

© AID当事者⽀援会 All Rights Reserved.
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13

無精⼦症発覚期

治療検討開始期

妊娠出産期

01
02
03

不妊の⾃分を受容する

原点から夫婦で話す

告知ついて知ろう

⼦どもたちの出⾃を知る権利を実質的に守るために

© AID当事者⽀援会 All Rights Reserved.

タイミング法 ⼈⼯授精 （体外・顕微授精）

不妊治療 第三者からの提供による治療

親族間 AID IVF-D 養⼦

不妊治療

不妊治療から始まった「⼦どもを授かる治療⽅法の選択」の
延⻑線上に、第三者からの提供（養⼦や⾥⼦を含む）による治療があると考えてしまう。

「どうすれば出来るのか︖」からの呪縛から逃れられない
（⽅法論）

14

START

原点から夫婦で話す

© AID当事者⽀援会 All Rights Reserved.
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タイミング法 ⼈⼯授精 （体外・顕微授精）

不妊治療

15

2⼈の幸せのために⼦どもを授かるべきか︖（⽬的論）
⾎縁のない⼦どもを、なぜ欲しいのか︖から考える必要性

⼦どもが

欲しい

欲しくない 2⼈での⽣活

AID・IVF-D

親族間

養⼦縁組 海外

国内

⽶国
台湾

JISART
不妊クリニック
精⼦バンク

第三者からの提供による治療

親族間 AID IVF-D 養⼦

不妊治療

第三者からの提供による治療
Re:START

第三者からの提供による
治療は、不妊治療の
延⻑線上にない

区切り
START

原点から夫婦で話す

© AID当事者⽀援会 All Rights Reserved.

16

原点から夫婦で話す

どうすれば⼦どもを授かれるのか︖
⽅法論を追いかけて授かった夫婦の告知

⼦どもを授かる前の夫婦の話し合いが、⼦どもへの告知に影響してくる場合がある。
⼦ども達が知りたいのは、どうやって︖よりも なぜ︖ そこに「⾃分が産まれてきた理由（存在理由）がある」

なぜ、⼦どもが欲しいのだろうか︖
⽬的論までさかのぼった夫婦の告知

あなたは
提供精⼦で
⽣まれたの

パパとは
⾎のつながり

ないのよ

⼦どもには
伝えずに

墓場まで持っ
ていこう

⾎縁がなくても
幸せな家族が

築けると
考えたんだよ

あなたと
共に⽣きたい
幸せを分かち

合いたい

ないのは
⾎縁だけ

あとは全部ある

© AID当事者⽀援会 All Rights Reserved.

40



17

数病院国内
第三者提供精⼦

SNS
⽶国・台湾など海外
JISART施設など国内親族

産みの親との親⼦関係消滅特別養⼦縁組
養⼦ 産みの親・育ての親ともに親⼦関係存在普通養⼦縁組

⾥親と⾥⼦の親⼦関係なし⾥親
夫婦2⼈で⽣きていく２⼈で

知っていて選択するのと、知らないで選択するのには⼤きな差がある

デンマーク（クリオス）

公共機関（児相など）

⺠間あっせん団体

原点から夫婦で話す

© AID当事者⽀援会 All Rights Reserved.

18

無精⼦症発覚期

治療検討開始期

妊娠出産期

01
02
03

不妊の⾃分を受容する

原点から夫婦で話す

告知ついて知ろう

⼦どもたちの出⾃を知る権利を実質的に守るために

© AID当事者⽀援会 All Rights Reserved.
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・不妊治療は出産がゴール AIDは出産がスタート

・AIDと告知はセット︕
親⼦が向き合う⽅法にマニュアルはない。
告知は、早い時期から、繰り返し。
⼦どもが産まれてきてよかった︕と
思える環境作り。

19

告知について知ろう

© AID当事者⽀援会 All Rights Reserved.

20

告知とは、⾎縁のないことを伝える 「儀式」ではない

告
知
の
儀

あのね・・・
いままで⾔わなかった

秘密があるの

え︖なにそれ︖

あなたとパパは
⾎のつながりがないの

告知について知ろう

© AID当事者⽀援会 All Rights Reserved.
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告知の
絵本

⼦どもが好きな「モノ」 親の⾔葉

親が少し意識しているだけで、⽇常会話の中で⾃然に告知するタイミングはいくらでもあります。
親の⾔葉で、家族の物語を伝えてください。

告知について知ろう

© AID当事者⽀援会 All Rights Reserved.

22

告知の⽬的︓ この家族の⼦どもに産まれてきてよかった︕と思ってもらうため

・あなたがいる場所はここで、ここにいていいんだよ。
・私たちの家族関係は、なにがあろうと変わらない。 ⼤丈夫だよという安⼼感

「告知」というと、とても⼤げさな感じがしますが
⼦どもへの愛を伝える⽇常の会話として
産まれてきてくれたことへの感謝を伝えながら、少しづつ提供精⼦の話をしています。

告知について知ろう

© AID当事者⽀援会 All Rights Reserved.
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僕たちも、最初⼦どもができれば、
きっと僕たちは幸せになれると思っていました。

でも途中から、⼦どもが幸せを運んできてくれるわけじゃない、
僕たちが、⼦どもに幸せを運ぶんだ。⼦どもと⼀緒に幸せになりたい︕

そのために最低限必要なことが、

不妊の受容・夫婦での話合い・告知

⼦ども

親

親

⼦ども

さいごに・・・

© AID当事者⽀援会 All Rights Reserved.

24

提供精⼦で⽣まれた⼦どもの「出⾃を知る権利」
②精⼦提供者の情報を知る

（⾃分の遺伝的ルーツはどこにあるのか）
①提供精⼦により出⽣したことを知る
（⾃分がどのようにして⽣まれたのか）2段階

・18歳で提供者の情報（⾝⻑・⾎液型・年齢など）を
請求できる

・提供者の同意があれば、名前などの個⼈を特定できる
情報を得ることが出来る

・実施医療機関による告知⽀援現法案

・「⾮匿名精⼦」による治療
・①の告知を円滑に進めるために、出⽣後に個⼈を特定し
ない周辺情報を親に提供する。

・産まれる「前」からの⽀援の必要性
→具体的には、無精⼦の受容・夫婦での話し合い⽅法

・告知⽀援（⼦どもに何を伝えるのか︖）

現法案の
改善提案

今⽇の講演でお伝えしたこと

© AID当事者⽀援会 All Rights Reserved.

出⾃を知る権利は、産まれる前から守られるべきもの
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最後までご清聴
ありがとうございました

© AID当事者⽀援会 All Rights Reserved.
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